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基準津波と組み合わせる地震について 

 

1. はじめに 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正に伴う重大事故

等対処に必要な施設及び体制の整備等に伴い申請し、平成27年7月15日付け原規規

発第1507151号で許可を受けた設置変更許可において、基準津波と組み合わせる地

震について、「余震の発生の可能性を検討した上で，必要に応じて余震による荷

重と入力津波による荷重との組み合わせを考慮する。」としている。 

この許可を受けた方針に基づき、平成28年3月23日付原規規発第1603231号で認

可された工事計画認可申請書において、「基準津波については基準地震動（Ss-1）

と積雪の荷重を施設の形状、配置に応じて考慮する。」と、具体的な設計方針を

策定している。 

本資料では、基準津波と組み合わせる地震について、基準地震動Ss-1とした根

拠を整理し、標準応答スペクトルに基づく基準地震動Ss-3-3の追加がこの方針に

影響しないことを確認するものである。 

 

 

2. 基準津波と組み合わせる地震の考え方 

伊方3号炉の基準津波の波源は、基準地震動Ssのうち敷地ごとに震源を特定して

策定する地震動で考慮している震源を踏まえ、敷地前面海域の断層群（中央構造

線断層帯：海域部）を対象として波源を設定しているが、津波と地震動は伝播速

度が異なることから、敷地において基準津波による津波とその波源（震源）によ

る地震動（本震）が重なることはない。 

一方、余震については、津波と重なる可能性が否定できないため、余震を定義

し、余震荷重を設定することとしている。 

余震の震源断層は、基準津波の波源の断層とし、その波源に余震規模を設定し、

それに基づき設定した耐専スペクトルを全ての周期で大きく上回る基準地震動

Ss-1の地震力を余震荷重として考慮している。（第2-1図参照） 

以上の考え方及び詳細な説明については、平成28年3月3日提出の資料番号CP-

161「伊方発電所3号機 工事計画に係る説明資料（耐震設計上重要な設備を設置す

る施設に対する自然現象等への配慮に関する説明書）」のうち、「2.基準津波と

組み合わせる地震について」に記載している。 
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第2-1図 敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）を震源とした 

余震の耐専スペクトルと基準地震動Ss-1の比較 

 

 

 

3. 標準応答スペクトルに基づく基準地震動Ss-3-3の追加に伴う影響 

標準応答スペクトルに基づく基準地震動Ss-3-3は、震源を特定せず策定する地

震動であり、同地震動を追加したとしても、伊方3号炉の基準津波の波源の考慮に

影響を及ぼすものではない。 

また、今回の設置変更許可申請は、基準地震動Ss-3-3を追加する旨の申請であ

り、余震として設定した敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）を震源とし

た余震の耐専スペクトルと基準地震動Ss-1の大小関係についても影響を及ぼすも

のではない。 

このことから、標準応答スペクトルに基づく基準地震動Ss-3-3を追加したとし

ても、基準津波と組み合わせる地震として、基準地震動Ss-1を考慮するとの考え

方に変更はない。 

 

以 上 


